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船舶事故調査報告書 

 

令和元年１２月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月１０日 ２０時４６分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡
かさおか

市六
む

島南南東方沖 

 六島灯台から真方位１４８°１,４８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１７.３′ 東経１３３°３２.５′） 

事故の概要  貨物船慶
けい

友
ゆう

丸は、西南西進中、また、漁船環
かん

愛
あい

は、えい
．．

網しながら

南西進中、両船が衝突した。 

 慶友丸は、球状船首部等に擦過傷を生じ、また、環愛は、船長及び

甲板員が負傷し、船尾部外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 慶友丸、７４７トン 

   １３５５７０、有限会社立石海運 

   ７８.０８ｍ（Lr）×１４.３０ｍ×７.５６ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成９年１月 

Ｂ 漁船 環愛、４.９９トン 

   ＯＹ３－２４７０２（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.３７ｍ（Lr）×２.７４ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和５３年４月１６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成４年５月２８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年２月２日 

    免状有効期間満了日 令和４年５月２７日 

航海士Ａ 男性 ５４歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成元年７月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年９月３日 

    免状有効期間満了日 令和元年９月２日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４５歳 

   二級小型船舶操縦士 
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    免許登録日 平成２６年４月１１日 

    免許証交付日 平成３０年８月２日 

（令和６年４月１０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ、甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 球状船首部及び左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船尾部外板に破口、ネットローラに破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 南流約０.２ノット（kn） 

日没時刻：１７時３７分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、石灰石約１,５

００ｔを積載し、平成３０年１０月１０日１３時５０分ごろ福岡県

苅田
か ん だ

町苅田港に向けて徳島県阿南市 橘
たちばな

港を出港した。 

 Ａ船は、１８時３０分ごろ、航海士Ａが、船長Ａから船橋当直を引

き継いで単独で操船に当たり、備讃瀬戸東航路及び同北航路をこれに

沿って約１３kn の速力（対地速力、以下同じ。）で、自動操舵により

航行した。 

 航海士Ａは、２０時４３分ごろ右舷船首方約４°１,０５０ｍ付近

にＢ船の灯火を視認したが、停船しており、航行に支障はないと思

い、スマートフォンを操作して来島海峡航路までの距離を調べ始め

た。 

Ａ船は、航海士Ａが、２０時４６分ごろ、ふと前方を見て正船首至

近のＢ船に気付き、すぐに手動操舵に切り替えて右舵を取ったが、そ

の球状船首部とＢ船の船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、小型機船底引き網漁を行

う目的で、１５時３０分ごろ笠岡市外浦漁港を出港し、笠岡市飛島と

六島の間の海域で２回の操業を行い、１９時５０分ごろ同市真鍋島南

方沖から六島南方沖に向けて３回目の操業を開始した。 

 Ｂ船は、えい
．．

網しながら約１.５kn の速力で自動操舵によって南西

進し、船長Ｂが、１９時５５分ごろから甲板員Ｂと横並びで前部甲板

左舷側に座り、右舷方を向いて漁獲物の選別を開始した。 

船長Ｂは、漁獲物の選別を行っていたところ、２０時４６分ごろ衝

撃を感じ、船尾方にＡ船を認め、Ａ船と衝突したことを知り、１１８

番通報を行い、Ｂ船に浸水を認めたので、僚船に救助を依頼した。 

Ｂ船は、来援した僚船４隻により、笠岡市北木島町金風呂港へえい
．．

航された。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、本事故後、病院に行き、頸
けい

椎捻挫等とそれ

ぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 
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 その他の事項 船長Ａは、操業漁船が多く見られたので、航海士Ａに対して､漁船

に注意するよう指導していた。 

航海士Ａは、来島海峡に入る約１時間前、燃料切替えの指示を出す

こととしており、スマートフォンのアプリケーションソフトで、来島

海峡までの距離を調べ、燃料切替えの指示を出す時間を考えていた。 

船長Ｂは、漁獲物の選別中、１５分に１回程度は周囲を見ていた。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、六島南南東方沖を西南西進中、航海士Ａが、右舷船首方に

認めたＢ船は停船しており、航行に支障のある船舶はいないと思い、

スマートフォンのアプリケーションソフトを操作していたことから、

船首方至近にＢ船を認めて右舵を取ったものの、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

Ｂ船は、六島南南東方沖をえい
．．

網をしながら南西進中、船長Ｂが、

前部甲板左舷側に座り、右舷方を向いて漁獲物の選別作業を行いなが

ら航行を続けたことから、船尾方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因 

 

 本事故は、夜間、六島南南東方沖において、Ａ船が西南西進中、Ｂ

船がえい
．．

網しながら南西進中、航海士Ａが、航行に支障のある船舶は

いないと思い、スマートフォンのアプリケーションソフトを操作して

おり、また、船長Ｂが、漁獲物の選別作業を行いながら航行を続けた

ため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中、周囲にいる他の船舶との衝突を避けられるよう、常時適

切な見張りを行うこと。 

・操業中、漁獲物の選別作業を行う場合にも、周囲の見張りを適切

に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時刻 

（時：分：秒） 

船  位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※

（°） 

対地速度 

(kn) 
北 緯 東 経 

（°－′－″） （°－′－″） 

20:28:19 034-18-42.0 133-37-02.4 239.3 238 14.0 

20:29:14 034-18-37.1 133-36-50.1 247.3 247 13.9 

20:30:08 034-18-32.2 133-36-34.7 249.1 248 13.9 

20:31:26 034-18-25.8 133-36-14.5 249.3 249 13.7 

20:32:04 034-18-22.8 133-36-04.7 249.4 249 13.7 

20:33:04 034-18-17.9 133-35-49.4 248.5 249 13.6 

20:34:04 034-18-13.1 133-35-34.1 249.4 249 13.6 

20:35:13 034-18-07.6 133-35-16.5 249.5 248 13.5 

20:36:13 034-18-02.8 133-35-01.3 248.8 248 13.5 

20:37:13 034-17-58.3 133-34-47.2 249.9 249 13.5 

20:38:05 034-17-54.0 133-34-33.3 248.8 248 13.4 

20:39:13 034-17-48.3 133-34-15.9 249.6 250 13.4 

20:40:05 034-17-44.6 133-34-02.9 250.5 250 13.4 

20:41:14 034-17-39.7 133-33-45.4 252.0 250 13.4 

20:42:14 034-17-35.3 133-33-30.2 251.0 250 13.3 

20:43:04 034-17-31.6 133-33-17.7 250.3 251 13.2 

20:44:04 034-17-27.2 133-33-02.7 250.4 251 13.2 

20:45:34 034-17-20.5 133-32-40.0 250.5 250 13.1 

20:46:03 034-17-18.4 133-32-32.8 252.1 264 12.9 

20:47:03 034-17-18.0 133-32-17.7 272.1 274 12.6 

20:48:03 034-17-18.6 133-32-02.5 272.2 273 12.6 

20:49:00 034-17-17.6 133-31-48.5 258.1 253 12.4 

20:50:14 034-17-12.5 133-31-30.4 251.2 250 13.0 

※ 船位は、船橋上に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は真方

位である。 


